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税
務
署
か
ら

お
知
ら
せ

青

梅

税

務

署

か

ら

お

知

ら

せ

～
確
定
申
告
は
お
早
め
に
！
確
定
申
告
の
期
間
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

税
務
署
は
大
変
混
雑
し
ま
す
～

◆
令
和
元
年
分
の
所
得
税
及

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定

申
告
書
の
提
出
・
納
税
は
、

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
16

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

　

た
だ
し
、

還
付
申
告
書

は
、
２
月
14
日
（
金
）
以
前

で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　

令
和
元
年
分
の
贈
与
税
の

申
告
書
の
提
出
・
納
税
は
、

２
月
３
日
（
月
）
～
３
月
16

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

　

令
和
元
年
分
の
個
人
事
業

者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
・

納
税
は
、
１
月
６
日
（
月
）

～
３
月
31
日
（
火
）
ま
で
で

す
。

　

な
お
、

青
梅
税
務
署
で

は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
・
贈
与
税
・
個
人
事

業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
申
告
書
作
成
会
場

を
、
つ
ぎ
の
と
お
り
開
設
し

ま
す
。

〔
期
間
〕
２
月
17
日
（
月
）

～
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
。

　

た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜

日
お
よ
び
２
月
24
日
（
月
）

を
除
く
平
日
で
す
。

〔
時
間
〕
午
前
９
時
～
午
後

５
時
ま
で
（
受
付
は
午
前
８

時
30
分
～
午
後
４
時
ま
で
）

＊
２
月
３
日
（
月
）

～
３

月
16
日
（
月
）

ま
で
の
間

は
、
青
梅
税
務
署
の
駐
車
場

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
（
身

体
障
害
者
用
車
両
は
除
き
ま

す
。
）
青
梅
税
務
署
へ
お
越

し
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関

を
ご
利
用
に
な
る
か
、
河
辺

駅
北
口
の
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル

河
辺
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
駐
車
券
を
税
務
署

窓
口
で
提
示
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
駐
車
料
相
当
の
サ
ー

ビ
ス
券
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場

合
に
は
受
付
を
早
め
に
締
め

切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
な
る
べ
く
お
早
め
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
混

雑
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
期
の

後
半
は
、

申
告
書
作
成
会

場
、
提
出
窓
口
が
大
変
混
雑

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
早
期
の
提
出
を
お
薦
め

し
ま
す
。

　

国
税
の
納
付
は
、
振
替
納

税
（
贈
与
税
を
除
き
ま
す
）

や
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
で
納
付
さ
れ
る
場

合
は
、
納
付
書
に
金
額
な
ど

を
ご
記
入
の
う
え
、
お
近
く

の
金
融
機
関
で
必
ず
納
期
限

（
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

得
税
・
贈
与
税
は
３
月
16
日

（
月
）
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
は
３
月

31
日
（
火
）
）
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
２
月
24
日
（
月
）
・
３
月

１
日
（
日
）
に
限
り
、
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・

贈
与
税
・
個
人
事
業
者
の
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
な
ど
の
作
成
の
ア

ド
バ
イ
ス
（
電
話
に
よ
る
相

談
を
除
き
ま
す
）
・
用
紙
の

配
布
お
よ
び
申
告
書
な
ど
の

受
付
を
立
川
税
務
署
（
立
川

市
緑
町
４
番
地
の
２
・
立
川

地
方
合
同
庁
舎
）
に
お
い
て

合
同
で
行
い
ま
す
。
（
青
梅

税
務
署
で
は
執
務
を
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。
）

〔
時
間
〕　

午
前
９
時
～
午

後
５
時
ま
で
（
受
付
は
午
前

８
時
30
分
～
午
後
４
時
ま

で
）

　

な
お
、
こ
の
２
日
間
は
大

変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
当
日
は
国
税
の

領
収
お
よ
び
納
税
証
明
書
の

発
行
は
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。

◆
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内

に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
贈

与
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告

書
や
青
色
申
告
決
算
書
な
ど

が
作
成
で
き
ま
す
。

　

作
成
し
た
申
告
書
な
ど

は
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て

「
書
面
」
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
も
で
き
る
ほ
か
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・

納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
し

て
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
「
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
の
手
引
き
」
や
申
告
書
用

紙
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

 

平
成
30
年
分
の
確
定
申
告

書
を
「
税
理
士
に
よ
る
無
料

申
告
相
談
会
場
」
、
「
市
町
村

の
相
談
会
場
」
、
「
青
色
申
告

会
の
相
談
会
場
」
、
「
農
業
協

同
組
合
、
商
工
会
、
商
工
会

議
所
な
ど
の
申
告
相
談
会

場
」
で
提
出
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
元
年
分
の
確
定
申


